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【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券（行使価額修正条項付新株予約権付社債券等）及

び新株予約権証券

【届出の対象とした募集金額】
 
（第16回新株予約権）

その他の者に対する割当 810,000円

新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産の価額の合計額を合算した金額

 458,310,000円

（第17回新株予約権）

その他の者に対する割当 632,500円

新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産の価額の合計額を合算した金額

 625,632,500円

（第18回新株予約権）

その他の者に対する割当 480,000円

新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産の価額の合計額を合算した金額

 600,480,000円

（第19回新株予約権）

その他の者に対する割当 331,500円

新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産の価額の合計額を合算した金額

 525,331,500円

（注）　行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の

払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される

財産の価額の合計額を合算した金額は増加又は減少する

可能性があります。また、新株予約権の権利行使期間内

に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権

を消却した場合には、新株予約権の払込金額の総額に新

株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額

を合算した金額は減少する可能性があります。

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行新株予約権証券（第16回新株予約権証券）】

（１）【募集の条件】

発行数 3,000個（新株予約権１個につき100株）

発行価額の総額 810,000円

発行価格 新株予約権１個につき270円

申込手数料 該当事項はありません。

申込単位 １個

申込期間 平成29年９月25日（月）

申込証拠金 該当事項はありません。

申込取扱場所
アクセルマーク株式会社

東京都中野区本町一丁目32番２号

払込期日 平成29年９月25日（月）

割当日 平成29年９月25日（月）

払込取扱場所 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行　新宿中央支店

　（注）１．第16回新株予約権証券（以下、文脈に応じて個別に又は第17回新株予約権、第18回新株予約権及び第19回新

株予約権と総称して「本新株予約権」といいます。）については、平成29年９月８日付の当社取締役会にお

いて発行を決議しております。

２．申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本新株予約権の買取契約（以

下「本買取契約」といいます。）を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込む

ものとします。

３．本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。

４．振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
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（２）【新株予約権の内容等】

当該行使価額修正条項付

新株予約権付社債券等の

特質

 

１．本新株予約権の目的となる株式の総数は300,000株、割当株式数（別記「新株予約権の

目的となる株式の数」欄に定義する。）は100株で確定しており、株価の上昇又は下落

により行使価額（別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第２項に定義する。）が修

正されても変化しない（但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載の通

り、調整されることがある。）。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正され

た場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

 ２．行使価額の修正基準

 本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日にお

ける当社普通株式の東京証券取引所における普通取引の終値（以下「終値」という。）

（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の90％に相当する金額（１円未満の端

数を切り捨てる。）が、当該効力発生日の直前に有効な行使価額を１円以上上回る場合

又は下回る場合には、当該効力発生日以降、当該金額に修正される。

 ３．行使価額の修正頻度

 行使の際に本欄第２項に記載の条件に該当する都度、修正される。

 ４．行使価額の下限

 「下限行使価額」は、当初、1,525円とする。但し、別記「新株予約権の行使時の払込

金額」欄第４項の規定を準用して調整される。

 ５．割当株式数の上限

 300,000株（平成29年６月30日時点の発行済株式総数に対する割合は6.86％）

 ６．本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限

 458,310,000円（本欄第４項に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使され

た場合の資金調達額。但し、本新株予約権の一部は行使されない可能性がある。）

新株予約権の目的となる

株式の種類

当社普通株式（完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準とな

る株式である。なお、当社は１単元を100株とする単元株式制度を採用している。）

新株予約権の目的となる

株式の数

本新株予約権の目的である株式の総数は300,000株（本新株予約権１個当たりの目的である

株式の数（以下「割当株式数」という。）は100株）とする。

 なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により本新株予約権の目的である

株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行

使されていない本新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株

未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

 その他、本新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社

は取締役会決議により、合理的な範囲で本新株予約権の目的である株式の数を適宜調整する

ものとする。

新株予約権の行使時の払

込金額

１．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は行使価額（以下

に定義する。）に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより１円未満の端数を生

じる場合は、これを切り捨てる。

 ２．本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式１株当たり

の出資される財産の価額（以下「行使価額」という。）は、当初、1,525円とする（以

下「当初行使価額」という。）。但し、行使価額は、本欄第３項又は第４項に従い修正

又は調整される。
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 ３．行使価額の修正

 行使価額は、別記「(2）新株予約権の内容等」欄外注記第７項第(2)号に定める本新株

予約権の各行使請求の効力発生日（以下「修正日」という。）に、修正日の直前の取引

日（以下「算定基準日」という。なお、「取引日」とは、株式会社東京証券取引所（以

下「取引所」という。）において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。）の取引所

における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終

値）の90％に相当する金額（計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り

捨てた額とする。以下「修正後行使価額」という。）に修正される。なお、修正後行使

価額の算出において、算定基準日に本欄第４項記載の行使価額の調整事由が生じた場合

は、当該算定基準日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案

して調整されるものとする。但し、かかる修正後の行使価額が1,525円（以下「下限行

使価額」といい、本欄第４項の規定を準用して調整される。）を下回ることとなる場合

には行使価額は下限行使価額とする。

 ４．行使価額の調整

 (1）当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式

が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場

合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整

する。

 
 

 
既発行
普通株式数

＋

交付普通株式数×
１株当たりの
払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数
 

 (2）行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時

期については、次に定めるところによる。

 ①　本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発

行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合（但し、当社の発行した

取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求

できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又

は行使による場合を除く。）、調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払

込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。）の

翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを

適用する。

 ②　株式分割又は株式無償割当てにより当社普通株式を発行する場合、調整後の行使

価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当てについ

て普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以

降、当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与える

ための基準日がないとき及び株主（普通株主を除く。）に当社普通株式の無償割

当てをするときは当該割当ての効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用す

る。

 ③　取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を

下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合

（無償割当ての場合を含む。）又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額を

もって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債そ

の他の証券若しくは権利を発行する場合（無償割当ての場合を含む。但し、当社

又は関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第８項

に定める関係会社をいう。）の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割

り当てる場合を除く。）、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、

新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初行使価

額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整

式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予約権又は新株予約権付社債の

場合は割当日、無償割当ての場合は効力発生日）の翌日以降これを適用する。但

し、その権利の割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適

用する。
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 上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得

請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発

行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点

で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その

他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社

普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものと

し、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。

 ④　本号①乃至③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、

かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社

の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整

後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。

 この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新

株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の

交付数を決定するものとする。

 
 

株式数＝

（調整前行使価額－調整後行使価額）×
調整前行使価額により
当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額
 

 この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行

わない。

 (3）行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が１

円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価

額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の

調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

 (4）①　行使価額調整式の計算については、１円未満の端数を四捨五入する。

 ②　行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（但し、本項

第(2)号④の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所にお

ける当社普通株式の普通取引の終値の平均値（当日付けで終値のない日数を除

く。）とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小

数第２位を四捨五入する。

 ③　行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、ま

た、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の１ヶ月前の日におけ

る当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数

を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用

する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てら

れる当社普通株式数を含まないものとする。

 (5）本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当

社は、必要な行使価額の調整を行う。

 ①　株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社

を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。

 ②　その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生によ

り行使価額の調整を必要とするとき。

 ③　行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整

後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考

慮する必要があるとき。

 (6）本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、予め書面によりそ

の旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用の日その他

必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権を保有する者（以下、文脈に応じ

て個別に又は第17回新株予約権を保有する者、第18回新株予約権を保有する者及び第

19回新株予約権を保有する者と総称して「本新株予約権者」という。）に通知する。

但し、本項第(2)号④に示される場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行う

ことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
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新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価額の総額

458,310,000円

（注）　別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項又は第４項により、行使価額が修

正又は調整された場合には、本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。本新株予約権の権利行使期間

内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減少する

可能性がある。

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組

入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、行使請求に係る本

新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の

発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新

株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。

 ２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額

は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１

の金額とし（計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とす

る。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準

備金の額とする。

新株予約権の行使期間 平成29年９月26日（本新株予約権の払込完了以降。）から平成32年９月25日（当日を含

む。）までとする。

新株予約権の行使請求の

受付場所、取次場所及び

払込取扱場所

１．行使請求の受付場所

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

２．行使請求の取次場所

 該当事項はありません。

 ３．行使請求の払込取扱場所

 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行　新宿中央支店

新株予約権の行使の条件 本新株予約権の一部行使はできない。

自己新株予約権の取得の

事由及び取得の条件

当社は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日（以下「取

得日」という。）を定めたときは、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対する

通知又は公告を当該取得日の１ヶ月前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新

株予約権１個当たり270円の価額（対象となる本新株予約権の個数を乗じて１円未満の端数

を生じたときはこれを四捨五入する。）で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は

一部を取得することができる。本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合

理的な方法により行うものとする。

新株予約権の譲渡に関す

る事項

該当事項はありません。

代用払込みに関する事項 該当事項はありません。

組織再編成行為に伴う新

株予約権の交付に関する

事項

該当事項はありません。

　（注）１．行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由

当社は、下記「(1）資金調達の目的」に記載の資金調達を行うために、様々な資金調達方法を検討致しまし

たが、下記「(4）本スキームの特徴　（ⅲ）他の資金調達方法との比較」に記載の通り、公募増資やＭＳＣ

Ｂ等の各種資金調達方法には各々デメリットがある中で、ドイツ銀行グループより提案を受けた下記「(2）

資金調達方法の概要」に記載のスキーム（以下「本スキーム」といいます。）は、下記「(4）本スキームの

特徴　（ⅰ）メリット」に記載のメリットがあることから、下記「(4）本スキームの特徴　（ⅱ）デメリッ

ト」に記載の本スキームのデメリットに鑑みても、本スキームによる資金調達方法が当社のファイナンス

ニーズに最も合致していると判断致しました。そのため、本新株予約権の発行により資金調達をしようとす

るものであります。

(1）資金調達の目的

当社は、インターネットを通じて、エンターテインメントをより多くの人に、たくさん届けることを当

社の使命と捉え、「楽しいで世界をつなぐ」を経営理念として、モバイルゲーム事業と広告事業を柱に

事業展開を行っております。

平成28年９月期は、当社グループの親会社の異動を受け、新たな経営体制にて「次世代を担う新たなコ

アサービスの創出」を事業戦略に掲げ、迅速な意思決定による機動的な経営とモバイルゲーム事業にお

けるオリジナルＩＰのゲームタイトル開発、ゲームタイトルの自社配信に向け積極的な投資を行ってま
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いりました。この結果、平成28年４月には当社では初となるオリジナルＩＰ、オリジナルタイトルのス

マートフォン向けゲームタイトル「ワールドクロスサーガ　－時と少女と鏡の扉－」の配信を開始し、

その後もスマートフォンに留まらずＰＣや海外での配信を行っております。

平成29年９月期は通期戦略に「持続的成長構造の構築」を掲げ、既存のコアサービスからの収益回収及

び新規サービスへの再投資による事業規模の拡大を企図し、複数のゲームタイトルを開発中であり、継

続的に提供するタイトル数やゲームジャンルの拡充を進めております。また当該戦略の一環として、平

成29年２月よりゲーム内に登場するキャラクターの公式ライセンス衣装等の受注製作・販売を行うサー

ビス「coscrea（コスクレア）」を開始する等、既存事業周辺領域における事業領域の拡大も推進して

おります。

現在、当社の中心事業であるモバイルインターネット関連事業を取り巻く環境は、スマートフォンの世

帯保有率が平成22年の9.7％から平成28年には71.8％まで増加（総務省「通信利用動向調査」より）し

ており、スマートフォン端末の高性能化、通信速度の向上により、モバイル端末上で表現されるコンテ

ンツに求められるクオリティの水準が年々上昇しております。モバイルゲーム事業のゲーム開発では、

ゲーム性や表現力を高めることによって既に市場にリリースされているタイトルとの差別化を図る必要

があり、当社においてもゲームの世界観やストーリー、ゲームシステム等をより詳細に設定、構築する

ことでそれらを高める取り組みを行っております。そのため、各開発プロセスにおける開発及び制作の

工数が増えており、開発人員数、制作費等の外注費の増加、サービス提供までにかかる開発期間が長期

化しているため、開発コストが増しております。

また、モバイルゲーム市場は、今後も規模の拡大が見込まれる一方、競争環境が激化しており、継続的

な事業成長のためには、より高いオリジナリティとクオリティを提供し続けていくことが肝要であると

同時に、戦略的かつ効率的なプロモーションの必要性がこれまで以上に高まってきていると考えており

ます。

このような市場環境を踏まえ、さらにオリジナリティ及びクオリティの高いコンテンツを提供していく

ため、人件費や外注費をはじめとしたモバイルゲーム事業における新規タイトルの開発・制作費用の確

保、多様な潜在顧客に対するサービスの認知度向上のためのインターネット広告やマス広告、リアルイ

ベント、キャンペーン等の多面的なプロモーション、ゲーム開発等の技術力・制作力の強化や周辺事業

への機動的な展開を目的としたＭ＆Ａや資本・業務提携の重要性が高まっていると考えております。

そこで開発費用、広告宣伝費及びＭ＆Ａや資本業務提携への充当を目的として、平成29年９月８日、本

新株予約権の発行を決定致しました。本新株予約権の発行及び割当予定先による本新株予約権の行使に

よって調達できる資金の額は合計2,209,754,000円（差引手取概算額の合計2,203,254,000円）となる予

定です。

(2）資金調達方法の概要

本発行は、ドイツ銀行ロンドン支店に対し本新株予約権を割り当て、ドイツ銀行ロンドン支店による本

新株予約権の行使に伴って当社が資金を調達する仕組みとなっております。本新株予約権は、行使価額

修正条項の有無に関わらず、全ての新株予約権に行使許可条項が付されており、ドイツ銀行ロンドン支

店は当社による行使許可なくして本新株予約権の行使ができない仕組みになっております。

当社はドイツ銀行ロンドン支店との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、以下の内容を

含む本買取契約を締結致します。ドイツ銀行ロンドン支店は、本買取契約に従って当社に対して本新株

予約権の行使に係る許可申請書（以下「行使許可申請書」といいます。）を提出し、これに対し当社が

書面（以下「行使許可書」といいます。）により本新株予約権の行使を許可した場合に限り、行使許可

書の到達日（同日を含み、行使許可書の到達が取引所における取引時間終了後の場合にはその翌日とし

ます。以下同じです。）から30営業日の期間（以下「行使許可期間」といいます。）に、行使許可書に

示された数量の範囲内でのみ本新株予約権を行使できます。なお、従前の行使許可申請に基づく行使許

可期間中に当該行使許可に係る本新株予約権の行使可能数が残存している場合には、ドイツ銀行ロンド

ン支店は、当該期間の満了日（同日を含みます。）又は当該行使許可に係る本新株予約権の全部の行使

を完了することとなる行使請求書を当社に提出したときから、新たな行使許可申請書を提出することが

できます。

行使許可申請書の提出がなされた場合に行使許可を行うかどうかは当社の裁量によって決定することが

できます。当社は、行使許可申請書の提出がなされた時点の当社の事業環境や資金需要、株価水準等を

総合的に勘案し、行使許可を行うかどうかを判断致します。

なお、当社は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日を定めたとき

は、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対する通知又は公告を当該取得日の１ヶ月前まで

に行うことにより、取得日の到来をもって、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を発行

価額と同額にて取得することができます。但し、本新株予約権に関する行使許可期間中は、本新株予約

権を取得することはできません。
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また、本発行の特徴として、ターゲット・イシュー・プログラム「ＴＩＰ」である第17回乃至第19回新

株予約権に加え、当該プログラムの補完を目的として行使価額修正条項付の第16回新株予約権を同時に

発行しております（以下、「本スキーム」といいます。）。各新株予約権の概要は以下の通りです。

（ⅰ）第16回新株予約権

第16回新株予約権は、行使価額修正条項に基づき、株価状況に応じて機動的に資金調達を行うこ

とを目的としております。昨今の市況環境下では、当社事業及び業績が良好な局面においても、

これらが投資家に評価され、株価に反映されるまでに時間を要する可能性があります。このよう

な局面においても、当社の中長期的な事業成長に必要な資金ニーズが発生する可能性があり、行

使価額修正条項が付された第16回新株予約権を発行することにより、当該資金ニーズの機動的な

充足を企図しております。

第16回新株予約権についても、第17回乃至第19回新株予約権と同様に行使許可条項が付されてお

り、割当予定先であるドイツ銀行ロンドン支店は、当社の行使許可なくして行使ができない仕組

みになっております。また、第16回新株予約権の下限行使価額は、平成29年９月７日の取引所に

おける当社普通株式の普通取引の終値と同水準に設定しており、当該水準よりも低い価格で行使

及び新株式の発行が行われることはありません。なお、第16回新株予約権の行使価額は、各行使

請求の効力発生日の直前取引日の当社普通株式の終値の90％に相当する金額に修正されるため、

行使価額が修正される頻度が６ヶ月に一度以上となる可能性があることから、取引所の定める

「有価証券上場規程」第410条第１項及び日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱い

に関する規則」第２条第２号の定める「ＭＳＣＢ等」（以下、「ＭＳＣＢ等」といいます。）に

該当します。

（ⅱ）第17回乃至第19回新株予約権（行使許可条項付・ターゲット・イシュー・プログラム「ＴＩ

Ｐ」）

第17回乃至第19回新株予約権は、それぞれ行使価額が2,500円、3,000円及び3,500円に設定され

ており、これらは当社事業の成長・拡大に伴う将来の株価上昇を見越して設定した目標株価

（ターゲット株価）です。３パターンの行使価額によって、段階的に新株式を発行（ターゲッ

ト・イシュー）することを企図しております。ターゲット・イシュー・プログラムは、現状対比

高い株価でのみ希薄化が生じる観点から、既存株主の利益に配慮したものであると同時に、当社

にとって現状株価対比でより有利な価格で調達が可能です。また、ターゲット株価を段階的に設

定することで、当社が目指す企業価値の向上プロセスを明確化すると共に、当社の中長期的な業

績や企業価値の向上とそれらに応じた資金調達を組み合わせることができるスキームとなってお

ります。

第19回新株予約権については、当社が当社取締役会において行使価額修正選択権の行使を決議し

た場合には、以後、行使価額修正条項が適用されます。第16回新株予約権と同様に当社資金ニー

ズの機動的な充足のほか、行使期間中に株価が固定行使価額を上回って上昇した場合の調達資金

の増額を企図しており、行使価額修正選択権の行使の有無は、当社財務状況や株価状況に応じて

慎重に判断する所存です。なお、第19回新株予約権の下限行使価額は、平成29年９月７日の取引

所における当社普通株式の普通取引の終値と同水準に設定しており、当該水準よりも低い価格で

行使及び新株式の発行が行われることはありません。

本スキームには行使許可条項が付されているため、事業環境や資金需要、株価水準等を総合的に

勘案し、行使許可申請がなされた都度、当社が許可の可否を判断することができます。なお、第

17回及び第18回新株予約権には修正条項が付されていないことから、「ＭＳＣＢ等」には該当し

ません。一方、第19回新株予約権の行使価額は、行使価額修正条項により、行使価額が修正され

る頻度が６ヶ月に一度以上となる可能性があることから、「ＭＳＣＢ等」に該当します。
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第16回

新株予約権
第17回

新株予約権
第18回

新株予約権
第19回

新株予約権

発行数 3,000個 2,500個 2,000個 1,500個

発行価額の総額 810,000円 632,500円 480,000円 331,500円

発行価額 270円 253円 240円 221円

行使価額 1,525円 2,500円 3,000円 3,500円

行使価額の修正 有 無 無 有

行使期間 ３年間 ３年間 ３年間 ３年間

行使許可条項 有 有 有 有

(3）資金調達方法の選択理由

本スキームは当社が行使許可を通じて本新株予約権の行使の数量及び時期を一定程度コントロールする

ことができるという特徴をもっており、当社の資金需要や市場環境等を勘案しながら機動的に資金を調

達することができます。本スキームには以下の「(4）本スキームの特徴」に記載のメリット及びデメ

リットがありますが、既存株主への影響を抑えながら、当社が自ら設定した株価水準で資金調達を行う

ことが可能であることから、「（ⅲ）他の資金調達方法との比較」に記載の通り、他の資金調達方法を

含めて検討した結果、本スキームによる資金調達方法が現時点において最適な選択であると判断してお

ります。また、「５　新規発行による手取金の使途　(2）手取金の使途」に記載している当社の資金使

途は、全てが同時に発生する性質のものではなく、事業進捗に応じて段階的に発生するものです。本ス

キームは事業進捗に応じた株価の上昇に伴い段階的に資金調達が達成される手法であり、当社の資金需

要に合致した調達が可能になると考え、これを採用することを決定しました。

また、現状株価よりも高い固定行使価額での調達（第17回乃至第19回新株予約権）に加え、行使価額修

正条項を付した第16回新株予約権を組み合わせることで、比較的早期の資金需要の発生が想定される①

モバイルゲーム事業における新規タイトルの開発・制作費用に対応した機動的な資金調達が可能となる

と考えております。第19回新株予約権については、「(4）本スキームの特徴」に記載の通り、行使価額

修正選択権を付しております。当社の属するＩＴサービス業界は市場環境の大きな変動が発生しやすい

業界であると認識しており、当社の事業進捗と株価動向の連関性が低下する状況も想定されます。この

ような状況においても当社の資金需要が発生した場合に、当該需要に機動的に対応するため同条項を採

用致しました。

(4）本スキームの特徴

本スキームには、以下のようなメリット及びデメリットがあります。

（ⅰ）メリット

①　固定行使価額（資金調達目標株価）による調達（第17回乃至第19回新株予約権）

予め将来の株価上昇を見込んだ上で、行使価額を現状よりも高い水準に固定しております。これ

により、当社は株価の上昇局面において効率的かつ現状対比有利な株価での調達が可能になりま

す。

②　行使価額修正条項による資金調達蓋然性の補完（第16回新株予約権）

第17回乃至第19回新株予約権の行使期間中、株価が残存する新株予約権の行使価額を下回り、新

株予約権の権利行使がなされない状況下において、当社の中長期的な事業成長に必要な資金ニー

ズが発生した場合には、第16回新株予約権の行使許可を行うことで、資金調達を行うことが可能

になります。

③　行使価額修正選択権（第19回新株予約権）

当初行使価額は固定ですが、当社取締役会において行使価額修正選択権の行使を決議することに

より、以後、行使価額修正条項が適用されます。当社が行使価額修正選択権を持つことにより、

ⅰ）行使期間中に株価が固定行使価額を上回って上昇した場合に、調達金額を増加させることが

可能であると共に、ⅱ）株価が残存する本新株予約権の行使価額を下回る状況においても、資金

ニーズの発生に応じた調達を行うことが可能になります。

④　行使許可条項

ドイツ銀行ロンドン支店は、当社の許可なく本新株予約権を行使できない仕組みとなっておりま

す。本買取契約において、ドイツ銀行ロンドン支店は、当社が本新株予約権の行使を許可した場

合に限り、当該行使許可書の到達日から30営業日の期間に当該行使許可書に示された数量の範囲

内でのみ本新株予約権を行使できるものと定められます。当社は、かかる行使許可について、当

社の資金需要及び市場環境等を見極めながらその都度判断します。これによって当社は、ドイツ
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銀行ロンドン支店による権利行使に一定の制限を課し、かつ資金需要及び市場環境を判断しなが

ら権利行使許可のタイミングを判断することが可能になります。

⑤　最大交付株式数の限定

本新株予約権の目的である当社普通株式数は900,000株で固定されており、株価動向にかかわら

ず、最大交付株式数が限定されているため、希薄化の規模は限定的です。

⑥　取得条項

将来的に本新株予約権による資金調達の必要性がなくなった場合、又はそれ以上の好条件での資

金調達方法が確保できた場合等には、当社の選択により、行使許可期間を除き、いつでも残存す

る本新株予約権を上記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄記載の取得条項に従っ

て取得することが可能です。取得価額は発行価額と同額であり、キャンセル料その他の追加的な

費用負担は一切発生致しません。

⑦　資金調達のスタンバイ（時間軸調整効果）

新株発行手続きには、有価証券届出書の待機期間も含め通常数週間を要します。よって、株価が

目標価格に達してから準備を開始しても、数週間の発行準備期間を要し、かつその期間中の株価

変動等により、機動的かつタイムリーな資金調達機会を逸してしまう可能性があります。これに

対し、第17回乃至第19回新株予約権について、それぞれの目標価格を設定した本新株予約権を予

め発行しておくことにより、株価上昇後の有利な価格による資金調達をスタンバイできます。

⑧　財務の健全性の維持

「(2）手取金の使途」③に記載のＭ＆Ａ及び資本・業務提携の場合、のれんが一定程度計上され

ることが想定されます。仮に対象会社の業績悪化等が生じたとしても、新株予約権の行使による

新株発行により純資産を増加させることで、減損処理による財務悪化リスクを軽減することがで

きます。

（ⅱ）デメリット

①　当初に満額の資金調達はできない

新株予約権の特徴として、新株予約権者による権利行使があって初めて、行使価額に行使により

発行又は交付される株式数を乗じた金額の資金調達がなされます。第17回乃至第19回新株予約権

の当初行使価額（目標価格）は、当社の希望により、平成29年９月７日時点の当社株価よりも高

く設定されており、当社株価が目標価格を超えて初めて権利行使が行われる可能性が生じます。

②　不特定多数の新投資家へのアクセスの限界

第三者割当方式という当社と割当予定先のみの契約であるため、不特定多数の新投資家から資金

調達を募るという点において限界があります。

③　株価低迷時に、権利行使がされない可能性

第17回乃至第18回新株予約権については、株価が長期的に行使価額（第17回新株予約権は2,500

円、第18回新株予約権は3,000円）を下回る状況等では権利行使がされず、資金調達ができない

可能性があります。行使価額修正条項が付されている第16回新株予約権及び当社に行使価額修正

選択権がある第19回新株予約権による補完は、それぞれ当該新株予約権3,000個及び1,500個の範

囲に限定されているため、調達できる資金には限りがあります。また、株価が下限行使価額（い

ずれの本新株予約権についても、当初下限行使価額は1,525円）を下回る状況下では、権利行使

がされず、同様に資金調達ができない可能性があります。

④　割当予定先が当社株式を市場売却することにより当社株価が下落する可能性

割当予定先は「第３　第三者割当の場合の特記事項　１　割当予定先の状況　ｅ．株券等の保有

方針」に記載の通り、投資銀行業務に基づく投資有価証券として本新株予約権及び本新株予約権

の行使により得た株式を保有する予定であり、本新株予約権の行使以降は、株価及び出来高の状

況等により、保有株式を売却する可能性があります。現在の当社株式の流動性に鑑みると、割当

予定先による当社株式の売却により、当社株価が下落する可能性があります。

⑤　割当予定先が本新株予約権を行使せず、資金調達がなされない可能性

当社から割当予定先に対して行使を指図することはできない仕組みであり、割当予定先が行使を

しない限り資金調達がなされない可能性もあります。

（ⅲ）他の資金調達方法との比較

①　公募増資

株式の公募増資は、資金調達が当初から実現するものの、同時に将来の１株当たり利益の希薄化

を一度に引き起こすため、株価への影響が大きいと考え、今回の資金調達方法としては適当でな

いと判断致しました。
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②　株主割当増資

株主割当増資では希薄化懸念は払拭されますが、調達額が割当先である既存株主の参加率に左右

されることから、当社の資金需要の額に応じた調達が困難であるため、今回の資金調達方法とし

ては適当でないと判断致しました。

③　新株発行による第三者割当増資

第三者割当による新株発行は即時の資金調達の有効な方法となりえますが、公募増資と同様、同

時に将来の１株当たり利益の希薄化を一度に引き起こすため、株価に対する直接的な影響が大き

いと考えられます。また、今後の当社の成長性を鑑みた場合、より高い株価で段階的に資金調達

を行う方法が適切であると考えられるため、行使価額が現在の株価よりも高く、かつ資金調達に

おける機動性を有した本新株予約権の発行により、資金調達方法を確保する必要があると判断致

しました。

④　ＭＳＣＢ

株価に連動して行使価額が修正される転換社債型新株予約権付社債（いわゆるＭＳＣＢ）の発行

条件及び行使条件は多様化していますが、一般的には、転換により交付される株数が行使価額に

応じて決定されるという構造上、転換の完了までに転換により交付される株式総数が確定せず、

行使価額の下方修正がなされた場合には潜在株式数が増加するため、株価に対する直接的な影響

が大きいと考えられることから今回の資金調達方法としては適当でないと判断致しました。

⑤　ＭＳワラント

株価に連動して行使価額が修正される新株予約権（いわゆるＭＳワラント）は、潜在株式数は予

め固定されているものの、行使価額の下方修正がなされた場合には、当初予定していた金額の資

金を調達することができない可能性があり、また現状対比低い価格で新株式が発行されることに

より、当社の株価に悪影響を与えるおそれがあります。

本発行においては、第16回及び第19回新株予約権についてＭＳワラントを採用しておりますが、

いずれの本新株予約権についても、下限行使価額を平成29年９月７日の取引所における当社普通

株式の普通取引の終値とすることで、現状対比低い価格で新株式は発行されません。

⑥　新株予約権無償割当てによる増資（ライツ・イシュー）

いわゆるライツ・イシューには、金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント型ラ

イツ・イシューと、そのような契約を締結せず、新株予約権の行使が株主の決定に委ねられるノ

ンコミットメント型ライツ・イシューがありますが、コミットメント型ライツ・イシューについ

ては国内で実施された実績が乏しく、資金調達手法としてまだ成熟が進んでいない段階にある一

方で、引受手数料等のコストが増大することが予想され、適切な資金調達方法ではない可能性が

あります。また、ノンコミットメント型のライツ・イシューについては、上記②の株主割当増資

と同様に、調達額が割当先である既存株主の参加率に左右されることから、当社の資金需要の額

に応じた調達が困難であるため、今回の資金調達方法としては適当でないと判断致しました。

⑦　社債又は借入れによる資金調達

低金利環境が継続する中、負債調達における調達環境は良好であるものの、社債又は借入れによ

る資金調達では、調達金額が全額負債として計上されるため、財務健全性が低下する可能性があ

ります。当社の事業特性、財務状況及び本件の資金使途を勘案し、資本性調達が最適であるとの

結論に至りました。また、今後の事業戦略推進において、機動性の高い有利子負債調達余力を残

す観点からも、今回の資金調達方法としては適当でないと判断致しました。

２．企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第９項に規定する場合に該当する場合にあっては、同項に規定す

るデリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容

該当事項はありません。

３．当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先と

の間で締結する予定の取決めの内容

当社はドイツ銀行ロンドン支店との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、以下の内容を含む

本買取契約を締結致します。ドイツ銀行ロンドン支店は、本買取契約に従って当社に対して本新株予約権の

行使に係る許可申請書（以下本項において、「行使許可申請書」といいます。）を提出し、これに対し当社

が書面（以下本項において、「行使許可書」といいます。）により本新株予約権の行使を許可した場合に限

り、行使許可書の到達日から30営業日の期間（以下本項において、「行使許可期間」といいます。）に、行

使許可書に示された数量の範囲内でのみ本新株予約権を行使できます。なお、従前の行使許可申請に基づく

行使許可期間中に当該行使許可に係る本新株予約権の行使可能数が残存している場合には、ドイツ銀行ロン

ドン支店は、当該期間の満了日（同日を含みます。）又は当該行使許可に係る本新株予約権の全部の行使を

完了することとなる行使請求書を当社に提出したときから、新たな行使許可申請書を提出することができま

す。
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行使許可申請書の提出がなされた場合に行使許可を行うかどうかは当社の裁量によって決定することができ

ます。当社は、行使許可申請書の提出がなされた時点の当社の事業環境や資金需要、株価水準等を総合的に

勘案し、行使許可を行うかどうかを判断致します。

なお、当社は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日を定めたときは、取

得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対する通知又は公告を当該取得日の１ヶ月前までに行うこと

により、取得日の到来をもって、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を発行価額と同額にて

取得することができます。但し、本新株予約権に関する行使許可期間中は、本新株予約権を取得することは

できません。

４．当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

該当事項はありません。

５．当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取

決めの内容

該当事項はありません。

６．その他投資者の保護を図るために必要な事項

該当事項はありません。

７．本新株予約権の行使請求の方法

(1）行使許可申請に基づく行使許可期間中に、本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、本新

株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を現金にて「新株予約権の行使請求の受付場所、取

次場所及び払込取扱場所」欄に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとします。

(2）本新株予約権の行使請求の効力は、当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号

に定める口座に入金された日に発生します。

８．株券の交付方法

当社は、行使請求の効力発生後、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口

座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付します。

９．本新株予約権証券の発行

当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しません。

10．社債、株式等の振替に関する法律の適用等

本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同法の

規定の適用を受けます。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式

等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従います。

 

（３）【新株予約権証券の引受け】

　該当事項はありません。
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２【新規発行新株予約権証券（第17回新株予約権証券）】

（１）【募集の条件】

発行数 2,500個（新株予約権１個につき100株）

発行価額の総額 632,500円

発行価格 新株予約権１個につき253円

申込手数料 該当事項はありません。

申込単位 １個

申込期間 平成29年９月25日（月）

申込証拠金 該当事項はありません。

申込取扱場所
アクセルマーク株式会社

東京都中野区本町一丁目32番２号

払込期日 平成29年９月25日（月）

割当日 平成29年９月25日（月）

払込取扱場所 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行　新宿中央支店

　（注）１．第17回新株予約権証券（以下、文脈に応じて個別に又は第16回新株予約権、第18回新株予約権及び第19回新

株予約権と総称して「本新株予約権」といいます。）については、平成29年９月８日付の当社取締役会にお

いて発行を決議しております。

２．申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本買取契約を締結し、払込期

日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。

３．本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。

４．振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
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（２）【新株予約権の内容等】

新株予約権の目的となる

株式の種類

当社普通株式（完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準とな

る株式である。なお、当社は１単元を100株とする単元株式制度を採用している。）

新株予約権の目的となる

株式の数

本新株予約権の目的である株式の総数は250,000株（本新株予約権１個当たりの目的である

株式の数（以下「割当株式数」という。）は100株）とする。

 なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により本新株予約権の目的である

株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行

使されていない本新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株

未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

 その他、本新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社

は取締役会決議により、合理的な範囲で本新株予約権の目的である株式の数を適宜調整する

ものとする。

新株予約権の行使時の払

込金額

１．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は行使価額（以下

に定義する。）に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより１円未満の端数を生

じる場合は、これを切り捨てる。

 ２．本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式１株当たり

の出資される財産の価額（以下「行使価額」という。）は、当初、2,500円とする（以

下「当初行使価額」という。）。但し、行使価額は、本欄第４項に従い調整される。

 ３．行使価額の修正

 行使価額の修正は行わない。

 ４．行使価額の調整

 (1）当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式

が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場

合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整

する。

 
 

 
既発行
普通株式数

＋

交付普通株式数×
１株当たりの
払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数
 

 (2）行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時

期については、次に定めるところによる。

 ①　本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発

行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合（但し、当社の発行した

取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求

できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又

は行使による場合を除く。）、調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払

込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。）の

翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを

適用する。

 ②　株式分割又は株式無償割当てにより当社普通株式を発行する場合、調整後の行使

価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当てについ

て普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以

降、当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与える

ための基準日がないとき及び株主（普通株主を除く。）に当社普通株式の無償割

当てをするときは当該割当ての効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用す

る。
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 ③　取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を

下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合

（無償割当ての場合を含む。）又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額を

もって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債そ

の他の証券若しくは権利を発行する場合（無償割当ての場合を含む。但し、当社

又は関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第８項

に定める関係会社をいう。）の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割

り当てる場合を除く。）、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、

新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初行使価

額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整

式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予約権又は新株予約権付社債の

場合は割当日、無償割当ての場合は効力発生日）の翌日以降これを適用する。但

し、その権利の割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適

用する。

 上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得

請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発

行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点

で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その

他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社

普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものと

し、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。

 ④　本号①乃至③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、

かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社

の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整

後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。

 この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新

株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の

交付数を決定するものとする。

 
 

株式数＝

（調整前行使価額－調整後行使価額）×
調整前行使価額により
当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額
 

 この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行

わない。

 (3）行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が１

円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価

額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の

調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

 (4）①　行使価額調整式の計算については、１円未満の端数を四捨五入する。

 ②　行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（但し、本項

第(2)号④の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所にお

ける当社普通株式の普通取引の終値の平均値（当日付けで終値のない日数を除

く。）とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小

数第２位を四捨五入する。

 ③　行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、ま

た、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の１ヶ月前の日におけ

る当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数

を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用

する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てら

れる当社普通株式数を含まないものとする。

 (5）本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当

社は、必要な行使価額の調整を行う。

 ①　株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社

を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。
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 ②　その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生によ

り行使価額の調整を必要とするとき。

 ③　行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整

後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考

慮する必要があるとき。

 (6）本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、予め書面によりそ

の旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用の日その他

必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)

号④に示される場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないと

きは、適用の日以降速やかにこれを行う。

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価額の総額

625,632,500円

（注）　別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第４項により、行使価額が調整された場

合には、本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は

増加又は減少する可能性がある。本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われな

い場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使

により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減少する可能性がある。

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組

入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、行使請求に係る本

新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の

発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新

株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。

 ２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額

は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１

の金額とし（計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とす

る。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準

備金の額とする。

新株予約権の行使期間 平成29年９月26日（本新株予約権の払込完了以降。）から平成32年９月25日（当日を含

む。）までとする。

新株予約権の行使請求の

受付場所、取次場所及び

払込取扱場所

１．行使請求の受付場所

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

２．行使請求の取次場所

 該当事項はありません。

 ３．行使請求の払込取扱場所

 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行　新宿中央支店

新株予約権の行使の条件 本新株予約権の一部行使はできない。

自己新株予約権の取得の

事由及び取得の条件

当社は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日（以下「取

得日」という。）を定めたときは、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対する

通知又は公告を当該取得日の１ヶ月前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新

株予約権１個当たり253円の価額（対象となる本新株予約権の個数を乗じて１円未満の端数

を生じたときはこれを四捨五入する。）で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は

一部を取得することができる。本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合

理的な方法により行うものとする。

新株予約権の譲渡に関す

る事項

該当事項はありません。

代用払込みに関する事項 該当事項はありません。

組織再編成行為に伴う新

株予約権の交付に関する

事項

該当事項はありません。

　（注）１．本新株予約権の行使許可

当社はドイツ銀行ロンドン支店との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、以下の内容を含む

本買取契約を締結致します。ドイツ銀行ロンドン支店は、本買取契約に従って当社に対して本新株予約権の

行使に係る許可申請書（以下本項において、「行使許可申請書」といいます。）を提出し、これに対し当社

が書面（以下本項において、「行使許可書」といいます。）により本新株予約権の行使を許可した場合に限

り、行使許可書の到達日から30営業日の期間（以下本項において、「行使許可期間」といいます。）に、行

使許可書に示された数量の範囲内でのみ本新株予約権を行使できます。なお、従前の行使許可申請に基づく
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行使許可期間中に当該行使許可に係る本新株予約権の行使可能数が残存している場合には、ドイツ銀行ロン

ドン支店は、当該期間の満了日（同日を含みます。）又は当該行使許可に係る本新株予約権の全部の行使を

完了することとなる行使請求書を当社に提出したときから、新たな行使許可申請書を提出することができま

す。

行使許可申請書の提出がなされた場合に行使許可を行うかどうかは当社の裁量によって決定することができ

ます。当社は、行使許可申請書の提出がなされた時点の当社の事業環境や資金需要、株価水準等を総合的に

勘案し、行使許可を行うかどうかを判断致します。

なお、当社は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日を定めたときは、取

得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対する通知又は公告を当該取得日の１ヶ月前までに行うこと

により、取得日の到来をもって、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を発行価額と同額にて

取得することができます。但し、本新株予約権に関する行使許可期間中は、本新株予約権を取得することは

できません。

２．本新株予約権の行使請求の方法

(1）行使許可申請に基づく行使許可期間中に、本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、本新

株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を現金にて「新株予約権の行使請求の受付場所、取

次場所及び払込取扱場所」欄に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとします。

(2）本新株予約権の行使請求の効力は、当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号

に定める口座に入金された日に発生します。

３．株券の交付方法

当社は、行使請求の効力発生後、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口

座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付します。

４．本新株予約権証券の発行

当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しません。

５．社債、株式等の振替に関する法律の適用等

本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同法の

規定の適用を受けます。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式

等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従います。

 

（３）【新株予約権証券の引受け】

　該当事項はありません。
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３【新規発行新株予約権証券（第18回新株予約権証券）】

（１）【募集の条件】

発行数 2,000個（新株予約権１個につき100株）

発行価額の総額 480,000円

発行価格 新株予約権１個につき240円

申込手数料 該当事項はありません。

申込単位 １個

申込期間 平成29年９月25日（月）

申込証拠金 該当事項はありません。

申込取扱場所
アクセルマーク株式会社

東京都中野区本町一丁目32番２号

払込期日 平成29年９月25日（月）

割当日 平成29年９月25日（月）

払込取扱場所 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行　新宿中央支店

　（注）１．第18回新株予約権証券（以下、文脈に応じて個別に又は第16回新株予約権、第17回新株予約権及び第19回新

株予約権と総称して「本新株予約権」といいます。）については、平成29年９月８日付の当社取締役会にお

いて発行を決議しております。

２．申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本買取契約を締結し、払込期

日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。

３．本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。

４．振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
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（２）【新株予約権の内容等】

新株予約権の目的となる

株式の種類

当社普通株式（完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準とな

る株式である。なお、当社は１単元を100株とする単元株式制度を採用している。）

新株予約権の目的となる

株式の数

本新株予約権の目的である株式の総数は200,000株（本新株予約権１個当たりの目的である

株式の数（以下「割当株式数」という。）は100株）とする。

 なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により本新株予約権の目的である

株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行

使されていない本新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株

未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

 その他、本新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社

は取締役会決議により、合理的な範囲で本新株予約権の目的である株式の数を適宜調整する

ものとする。

新株予約権の行使時の払

込金額

１．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は行使価額（以下

に定義する。）に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより１円未満の端数を生

じる場合は、これを切り捨てる。

 ２．本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式１株当たり

の出資される財産の価額（以下「行使価額」という。）は、当初、3,000円とする（以

下「当初行使価額」という。）。但し、行使価額は、本欄第４項に従い調整される。

 ３．行使価額の修正

 行使価額の修正は行わない。

 ４．行使価額の調整

 (1）当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式

が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場

合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整

する。

 
 

 
既発行
普通株式数

＋

交付普通株式数×
１株当たりの
払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数
 

 (2）行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時

期については、次に定めるところによる。

 ①　本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発

行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合（但し、当社の発行した

取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求

できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又

は行使による場合を除く。）、調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払

込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。）の

翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを

適用する。

 ②　株式分割又は株式無償割当てにより当社普通株式を発行する場合、調整後の行使

価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当てについ

て普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以

降、当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与える

ための基準日がないとき及び株主（普通株主を除く。）に当社普通株式の無償割

当てをするときは当該割当ての効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用す

る。
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 ③　取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を

下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合

（無償割当ての場合を含む。）又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額を

もって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債そ

の他の証券若しくは権利を発行する場合（無償割当ての場合を含む。但し、当社

又は関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第８項

に定める関係会社をいう。）の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割

り当てる場合を除く。）、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、

新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初行使価

額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整

式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予約権又は新株予約権付社債の

場合は割当日、無償割当ての場合は効力発生日）の翌日以降これを適用する。但

し、その権利の割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適

用する。

 上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得

請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発

行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点

で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その

他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社

普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものと

し、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。

 ④　本号①乃至③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、

かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社

の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整

後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。

 この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新

株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の

交付数を決定するものとする。

 
 

株式数＝

（調整前行使価額－調整後行使価額）×
調整前行使価額により
当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額
 

 この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行

わない。

 (3）行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が１

円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価

額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の

調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

 (4）①　行使価額調整式の計算については、１円未満の端数を四捨五入する。

 ②　行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（但し、本項

第(2)号④の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所にお

ける当社普通株式の普通取引の終値の平均値（当日付けで終値のない日数を除

く。）とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小

数第２位を四捨五入する。

 ③　行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、ま

た、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の１ヶ月前の日におけ

る当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数

を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用

する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てら

れる当社普通株式数を含まないものとする。

 (5）本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当

社は、必要な行使価額の調整を行う。

 ①　株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社

を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。
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 ②　その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生によ

り行使価額の調整を必要とするとき。

 ③　行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整

後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考

慮する必要があるとき。

 (6）本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、予め書面によりそ

の旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用の日その他

必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)

号④に示される場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないと

きは、適用の日以降速やかにこれを行う。

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価額の総額

600,480,000円

（注）　別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第４項により、行使価額が調整された場

合には、本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は

増加又は減少する可能性がある。本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われな

い場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使

により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減少する可能性がある。

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組

入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、行使請求に係る本

新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の

発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新

株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。

 ２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額

は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１

の金額とし（計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とす

る。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準

備金の額とする。

新株予約権の行使期間 平成29年９月26日（本新株予約権の払込完了以降。）から平成32年９月25日（当日を含

む。）までとする。

新株予約権の行使請求の

受付場所、取次場所及び

払込取扱場所

１．行使請求の受付場所

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

２．行使請求の取次場所

 該当事項はありません。

 ３．行使請求の払込取扱場所

 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行　新宿中央支店

新株予約権の行使の条件 本新株予約権の一部行使はできない。

自己新株予約権の取得の

事由及び取得の条件

当社は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日（以下「取

得日」という。）を定めたときは、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対する

通知又は公告を当該取得日の１ヶ月前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新

株予約権１個当たり240円の価額（対象となる本新株予約権の個数を乗じて１円未満の端数

を生じたときはこれを四捨五入する。）で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は

一部を取得することができる。本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合

理的な方法により行うものとする。

新株予約権の譲渡に関す

る事項

該当事項はありません。

代用払込みに関する事項 該当事項はありません。

組織再編成行為に伴う新

株予約権の交付に関する

事項

該当事項はありません。

　（注）　前記「２　新規発行新株予約権証券（第17回新株予約権証券）　(2）新株予約権の内容等」の注記をご参照下

さい。
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（３）【新株予約権証券の引受け】

　該当事項はありません。

 

４【新規発行新株予約権証券（第19回新株予約権証券）】

（１）【募集の条件】

発行数 1,500個（新株予約権１個につき100株）

発行価額の総額 331,500円

発行価格 新株予約権１個につき221円

申込手数料 該当事項はありません。

申込単位 １個

申込期間 平成29年９月25日（月）

申込証拠金 該当事項はありません。

申込取扱場所
アクセルマーク株式会社

東京都中野区本町一丁目32番２号

払込期日 平成29年９月25日（月）

割当日 平成29年９月25日（月）

払込取扱場所 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行　新宿中央支店

　（注）１．第19回新株予約権証券（以下、文脈に応じて個別に又は第16回新株予約権、第17回新株予約権及び第18回新

株予約権と総称して「本新株予約権」といいます。）については、平成29年９月８日付の当社取締役会にお

いて発行を決議しております。

２．申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本買取契約を締結し、払込期

日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。

３．本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。

４．振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
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（２）【新株予約権の内容等】

当該行使価額修正条項付

新株予約権付社債券等の

特質

 

１．本新株予約権の目的となる株式の総数は150,000株、割当株式数（別記「新株予約権の

目的となる株式の数」欄に定義する。）は100株で確定しており、株価の上昇又は下落

により行使価額（別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第２項に定義する。）が修

正されても変化しない（但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載の通

り、調整されることがある。）。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正され

た場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

 ２．行使価額の修正基準

 当社は平成29年９月25日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議

により行使価額の修正を行うことができる。かかる修正が決議された場合、当社は直ち

にその旨を本新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日の翌営業日以

降、本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日

における当社普通株式の東京証券取引所における普通取引の終値（以下「終値」とい

う。）（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の90％に相当する金額（１円未

満の端数を切り捨てる。）が、当該効力発生日の直前に有効な行使価額を１円以上上回

る場合又は下回る場合には、当該効力発生日以降、当該金額に修正される。

 ３．行使価額の修正頻度

 当社が本欄第２項に定める取締役会決議をした旨を本新株予約権者に通知した日の翌営

業日以降、行使の際に同項に記載の条件に該当する都度、修正される。

 ４．行使価額の下限

 「下限行使価額」は、当初、1,525円とする。但し、別記「新株予約権の行使時の払込

金額」欄第４項の規定を準用して調整される。

 ５．割当株式数の上限

 150,000株（平成29年６月30日時点の発行済株式総数に対する割合は3.43％）

 ６．本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限

 229,081,500円（本欄第４項に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使され

た場合の資金調達額。但し、本新株予約権の一部は行使されない可能性がある。）

新株予約権の目的となる

株式の種類

当社普通株式（完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準とな

る株式である。なお、当社は１単元を100株とする単元株式制度を採用している。）

新株予約権の目的となる

株式の数

本新株予約権の目的である株式の総数は150,000株（本新株予約権１個当たりの目的である

株式の数（以下「割当株式数」という。）は100株）とする。

 なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により本新株予約権の目的である

株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行

使されていない本新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株

未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

 その他、本新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社

は取締役会決議により、合理的な範囲で本新株予約権の目的である株式の数を適宜調整する

ものとする。

新株予約権の行使時の払

込金額

１．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は行使価額（以下

に定義する。）に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより１円未満の端数を生

じる場合は、これを切り捨てる。

 ２．本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式１株当たり

の出資される財産の価額（以下「行使価額」という。）は、当初、3,500円とする（以

下「当初行使価額」という。）。但し、行使価額は、本欄第３項又は第４項に従い修正

又は調整される。
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 ３．行使価額の修正

 当社は平成29年９月25日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議

により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正が決議された

場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた

日の翌営業日以降、行使価額は、別記「(2）新株予約権の内容等」欄外注記に基づく

「１　新規発行新株予約権証券（第16回新株予約権証券）　(2）新株予約権の内容等」

欄外注記第７項第(2)号に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日（以下「修正

日」という。）に、修正日の直前の取引日（以下「算定基準日」という。）の取引所に

おける当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）

の90％に相当する金額（計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り捨て

た額とする。以下「修正後行使価額」という。）に修正される。なお、修正後行使価額

の算出において、算定基準日に本欄第４項記載の行使価額の調整事由が生じた場合は、

当該算定基準日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して

調整されるものとする。但し、かかる修正後の行使価額が1,525円（以下「下限行使価

額」といい、本欄第４項の規定を準用して調整される。）を下回ることとなる場合には

行使価額は下限行使価額とする。

 なお、以下に該当する場合には当社はかかる修正を行うことができない。

 ①　金融商品取引法第166条第２項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同

条第４項に従って公表されていないものが存在する場合

 ②　別記「(2）新株予約権の内容等」欄外注記に基づく「１　新規発行新株予約権証券

（第16回新株予約権証券）　(2）新株予約権の内容等」欄外注記第１項第(2)号に

定める行使許可期間内である場合

 ４．行使価額の調整

 (1）当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式

が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場

合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整

する。

 
 

 
既発行
普通株式数

＋

交付普通株式数×
１株当たりの
払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数
 

 (2）行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時

期については、次に定めるところによる。

 ①　本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発

行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合（但し、当社の発行した

取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求

できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又

は行使による場合を除く。）、調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払

込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。）の

翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを

適用する。

 ②　株式分割又は株式無償割当てにより当社普通株式を発行する場合、調整後の行使

価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当てについ

て普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以

降、当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与える

ための基準日がないとき及び株主（普通株主を除く。）に当社普通株式の無償割

当てをするときは当該割当ての効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用す

る。
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 ③　取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を

下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合

（無償割当ての場合を含む。）又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額を

もって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債そ

の他の証券若しくは権利を発行する場合（無償割当ての場合を含む。但し、当社

又は関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第８項

に定める関係会社をいう。）の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割

り当てる場合を除く。）、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、

新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初行使価

額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整

式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予約権又は新株予約権付社債の

場合は割当日、無償割当ての場合は効力発生日）の翌日以降これを適用する。但

し、その権利の割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適

用する。

 上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得

請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発

行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点

で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その

他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社

普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものと

し、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。

 ④　本号①乃至③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、

かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社

の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整

後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。

 この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新

株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の

交付数を決定するものとする。

 
 

株式数＝

（調整前行使価額－調整後行使価額）×
調整前行使価額により
当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額
 

 この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行

わない。

 (3）行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が１

円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価

額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の

調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

 (4）①　行使価額調整式の計算については、１円未満の端数を四捨五入する。

 ②　行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（但し、本項

第(2)号④の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所にお

ける当社普通株式の普通取引の終値の平均値（当日付けで終値のない日数を除

く。）とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小

数第２位を四捨五入する。

 ③　行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、ま

た、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の１ヶ月前の日におけ

る当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数

を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用

する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てら

れる当社普通株式数を含まないものとする。

 (5）本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当

社は、必要な行使価額の調整を行う。

 ①　株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社

を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。
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 ②　その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生によ

り行使価額の調整を必要とするとき。

 ③　行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整

後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考

慮する必要があるとき。

 (6）本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、予め書面によりそ

の旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用の日その他

必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)

号④に示される場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないと

きは、適用の日以降速やかにこれを行う。

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価額の総額

525,331,500円

（注）　別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項又は第４項により、行使価額が修

正又は調整された場合には、本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。本新株予約権の権利行使期間

内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減少する

可能性がある。

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組

入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、行使請求に係る本

新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の

発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新

株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。

 ２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額

は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１

の金額とし（計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とす

る。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準

備金の額とする。

新株予約権の行使期間 平成29年９月26日（本新株予約権の払込完了以降。）から平成32年９月25日（当日を含

む。）までとする。

新株予約権の行使請求の

受付場所、取次場所及び

払込取扱場所

１．行使請求の受付場所

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

２．行使請求の取次場所

 該当事項はありません。

 ３．行使請求の払込取扱場所

 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行　新宿中央支店

新株予約権の行使の条件 本新株予約権の一部行使はできない。

自己新株予約権の取得の

事由及び取得の条件

当社は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日（以下「取

得日」という。）を定めたときは、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対する

通知又は公告を当該取得日の１ヶ月前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新

株予約権１個当たり221円の価額（対象となる本新株予約権の個数を乗じて１円未満の端数

を生じたときはこれを四捨五入する。）で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は

一部を取得することができる。本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合

理的な方法により行うものとする。

新株予約権の譲渡に関す

る事項

該当事項はありません。

代用払込みに関する事項 該当事項はありません。

組織再編成行為に伴う新

株予約権の交付に関する

事項

該当事項はありません。

　（注）　前記「１　新規発行新株予約権証券（第16回新株予約権証券）　(2）新株予約権の内容等」の注記をご参照下

さい。
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（３）【新株予約権証券の引受け】

　該当事項はありません。

 

５【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

2,209,754,000 6,500,000 2,203,254,000

　（注）１．上記差引手取概算額は、本新株予約権が全て当初行使価額で行使された場合の見込額であります。

２．行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の額が変動する結

果、本新株予約権に係る調達資金及び差引手取概算額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株

予約権の行使期間中に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合にも、同様に

本新株予約権に係る調達資金及び差引手取概算額は減少する可能性があります。

３．発行諸費用の概算額の内訳は、本新株予約権の発行に関する弁護士費用、評価算定費用、信託銀行費用等の

合計額です。

 

（２）【手取金の使途】

　本新株予約権の発行及び割当予定先による本新株予約権の行使によって調達する資金の額は合計

2,209,754,000円（差引手取概算額の合計2,203,254,000円）となる予定であり、調達する資金の具体的な使途

については、次の通り予定しています。なお、具体的な時期及び配分については具体的な投資機会及び事業環

境に応じて適宜判断してまいります。

具体的な使途 金額（百万円） 支払予定時期

①　モバイルゲーム事業における新規タイトルの開発・制作費用 1,203

平成29年９月～

平成32年10月
②　Ｍ＆Ａ及び資本・業務提携に係る費用 500

③　広告宣伝等のプロモーションに関わる費用 500

　当社は上記の通り、モバイルゲーム事業における新規タイトルの開発・制作費用、Ｍ＆Ａ及び資本・業務提

携に係る費用、広告宣伝等のプロモーションに関わる費用へ充当する予定です。なお、現時点においては上記

記載の順序での調達資金の充当を想定しております。

　本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を含めた差引手取概算額は、上記「(1）新規発

行による手取金の額」に記載の通り2,203,254,000円となる予定です。但し、本新株予約権の行使による払込

みの有無と権利行使の時期は新株予約権者の判断に依存し、また株価が長期的に行使価額を下回る状況等では

権利行使がされず、本新株予約権の行使価額は修正（第16回及び第19回新株予約権についてのみ）又は調整さ

れる可能性があるため、現時点において調達できる資金の額及び時期は確定したものではなく、現時点におい

て想定している調達資金の額及び支出予定時期に差異が発生する可能性があります。上記①～③の費用が本新

株予約権の行使に先行した場合には、当該費用を一時的に手元資金又は借入金にて賄い、必要な本新株予約権

の行使がなされ、行使に係る払込がなされた後に、当該行使に係る払込金を、順次かかる手許資金の補填又は

借入金の返済充当する予定です。また、②の使途に関しては、当社の企業価値の向上に資するＭ＆Ａ及び資

本・業務提携といった投資機会が実現しない場合には、継続的な事業成長を目的として調達資金の一部又は全

部を①及び③への資金使途の見直しを行う可能性があります。資金使途の見直しを行い、実際に、調達した資

金を下記に記載される使途に充当することを決定した場合には、決定時期に応じて、有価証券報告書又は四半

期報告書に記載するほか、取引所において適時開示を行います。

①　モバイルゲーム事業における新規タイトルの開発・制作費用

　ゲームタイトルを開発することを目的とし、開発人員の採用や育成による人件費、システム開発等の外注

費等、開発資金として1,203百万円を充当する予定です。「１　新規発行新株予約権証券（第16回新株予約

権証券）　(2）新株予約権の内容等　（注）１．行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資

金調達をしようとする理由　(1）資金調達の目的」でも記載した通り、当社の中心事業であるモバイルイン

ターネット関連事業を取り巻く環境は、スマートフォン端末の高性能化や通信速度の向上により、より高精

細な画像や迫力のある音楽等の表現が可能となり、ゲーム開発に求められるクオリティの水準が上昇してお

ります。モバイルゲーム事業のゲーム開発では、ゲーム性や表現力を高めることによって既に市場にリリー

スされているタイトルとの差別化を図る必要があり、当社においてもゲームの世界観やストーリー、ゲーム

システム等をより詳細に設定、構築することでそれらを高める取り組みを行っております。そのため、各開

発プロセスにおける開発及び制作の工数が増えており、開発人員数、制作費等の外注費の増加、サービス提

供までにかかる開発期間が長期化しているため、開発コストが増しております。本新株予約権による資金調
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達により、ゲームタイトルを開発する体制を強化することで、より高い付加価値の創造ができるものと考え

ております。

 

②　Ｍ＆Ａ及び資本・業務提携に係る費用

　ゲームタイトルを開発するための開発リソースやゲームコンテンツの表現力、ゲーム性を高める技術力を

有していると考えられる企業、当社が営むモバイルゲーム事業及び広告事業の周辺領域であるゲーム企業向

けの営業支援やインターネットコンテンツのマーケティング領域等の新規事業サービスの立ち上げをできる

ような企業とのＭ＆Ａおよび資本・業務提携費用として500百万円を充当する予定です。なお、現時点にお

いて具体的に計画されているＭ＆Ａ等はございませんが、今後案件が具体的に決定された際には、適切に開

示致します。

　なお、以上のようなＭ＆Ａ等の投資機会が実現しない場合には、上記の通り、①開発／制作費用もしくは

③プロモーションに関わる費用に充当する可能性がございます。

 

③　広告宣伝等のプロモーションに関わる費用

　当社で配信するゲームタイトルの認知向上及びユーザー獲得を目的とし、インターネットやＴＶその他の

広告媒体を利用した広告に加えリアルイベントやキャンペーン等の多面的なプロモーションを行うための資

金として500百万円を充当する予定です。なお、具体的なタイトル及び広告媒体の選択については未定です

が、事業環境に応じて適宜判断してまいります。

 

　以上の施策を目的に、当社は平成29年９月８日、本新株予約権の発行を決定致しました。なお、上記の資金

使途に充当するまでの間、当該資金は銀行預金等で保管する予定です。

 

第２【売出要項】
　該当事項はありません。
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第３【第三者割当の場合の特記事項】

１【割当予定先の状況】

　割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係は、平成29年９月７日現在におけるものであります。

ａ．割当予定

先の概要

名称 ドイツ銀行（Deutsche Bank Aktiengesellschaft）

本店の所在地

ドイツ連邦共和国　60325　フランクフルト・アム・マイン　タウヌ

スアンラーゲ　12

（Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Federal Republic

of Germany）

直近の有価証券報告書等の提出

日

有価証券報告書

（2016年度（自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日））

平成29年６月29日関東財務局長に提出

有価証券報告書（2016年度）の訂正報告書

平成29年６月29日関東財務局長に提出

ｂ．提出者と

割当予定

先との間

の関係

出資関係 該当事項はありません。

人事関係 該当事項はありません。

資金関係 該当事項はありません。

技術又は取引関係 該当事項はありません。

 

ｃ．割当予定先の選定理由

　当社は、今回の資金調達にあたり、ドイツ銀行グループを含む国内外の金融機関に相談し、資金調達の方法の説

明や提案を受けました。その後、当社は平成29年５月に、ドイツ銀行グループの日本法人であるドイツ証券株式会

社から今回の資金調達方法について最初の提案を受けました。当該提案を受け、当社内において正式な協議・検討

を開始した結果、以下に述べる通り、割当予定先としてドイツ銀行ロンドン支店を選定するのが最善であり、かつ

本新株予約権の発行が有効な調達方法であるとの結論に至ったため、本日、平成29年９月８日付の取締役会におい

て、本件実施を決議致しました。

　上記の通り、当社は、ドイツ銀行グループ以外の国内外の金融機関からも様々な提案を受けましたが、「第一

部　証券情報　１　新規発行新株予約権証券（第16回新株予約権証券）　(2）新株予約権の内容等　（注）１．行

使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由　(4）本スキームの特徴　

（ⅲ）他の資金調達方法との比較」に記載の通り、他の資金調達方法を含めて検討した結果、今回の資金調達で

は、本スキームのような、当社の業績や企業価値が向上する場面を着実に捉えて、次の成長資金を調達できる方法

を選択したいと考えておりました。ドイツ銀行グループより提案を受けた本スキームは、現状対比高い株価での調

達を目指すものであり、既存株主の利益に配慮すると同時に、当社にとってより有利な価格での調達が可能です。

またターゲット株価を段階的に設定することで、当社が目指す企業価値の向上プロセスを明確化すると共に、当社

の中長期的な業績や企業価値の向上とそれらに応じた資金調達を組み合わせることができるスキームとなっており

ます。さらに、本スキームには行使許可条項が付されているため、事業環境や資金需要、株価水準等を総合的に勘

案し、行使許可申請がなされた都度、当社が調達の有無を判断することができます。

　行使許可条項を付与した行使価額固定型の新株予約権による資金調達手法は、ドイツ銀行グループが独自に開発

した手法であり、ドイツ銀行グループは平成19年２月から現在までに、当該手法を用いた資金調達で26件の実績を

有しており、当該手法を用いた資金調達を行うには、割当予定先としてドイツ銀行ロンドン支店を選定するのが最

善であると判断致しました。

（注）　ドイツ銀行ロンドン支店に対する本新株予約権の発行は、日本証券業協会会員であるドイツ証券株式会社

の斡旋を受けて行われたものであり、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規

則」の適用を受けて募集が行われるものです。

 

ｄ．割り当てようとする株式の数

本新株予約権の目的である株式の総数900,000株（内訳は以下の通り）

①　第16回新株予約権　300,000株

②　第17回新株予約権　250,000株

③　第18回新株予約権　200,000株

④　第19回新株予約権　150,000株
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ｅ．株券等の保有方針

　ドイツ銀行ロンドン支店においては、投資銀行業務に基づく投資有価証券として本新株予約権及び本新株予約権

の行使により得た株式を保有する予定であり、本新株予約権の行使以降は、株価及び出来高の状況等により、保有

株式を売却する可能性があると口頭により確認しております。

　また、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程」第434条第１項及び同施行規則第436条第１項から第５項ま

での定めに基づき、ドイツ銀行ロンドン支店と締結する本買取契約において、第16回及び第19回新株予約権につ

き、原則として、単一暦月中にＭＳＣＢ等（同規則に定める意味を有します。以下同じ。）の買受人の行使により

取得される株式数が、ＭＳＣＢ等の払込日時点における上場株式数の10％を超える場合には、当該10％を超える部

分に係る転換又は行使を制限するよう措置（ドイツ銀行ロンドン支店が本新株予約権を第三者に売却する場合及び

その後本新株予約権がさらに転売された場合であっても、当社が、転売先となる者との間で、当該10％を超える部

分に係る転換又は行使を制限する内容を約する旨定めることを含みます。）を講じる予定です。

 

ｆ．払込みに要する資金等の状況

　ドイツ銀行ロンドン支店からは、本新株予約権の払込金額（発行価額）の総額の払込み及び本新株予約権の行使

に要する資金は確保されている旨の報告を受けており、割当予定先の直近の半期レポート（平成29年７月27日提

出）に記載されている財務諸表等から、純資産額は663億ユーロ（約85,904億円、換算レート１ユーロ129.65円

（平成29年７月31日の仲値））（連結、平成29年６月30日現在）であると確認している他、当該資金の払込みにつ

いては本買取契約においてドイツ銀行ロンドン支店の義務として確約されることから、当社としてかかる払込みに

支障はないと判断しております。

 

ｇ．割当予定先の実態

　割当予定先であるドイツ銀行は、その株式をドイツ連邦共和国内の各証券取引所及び米国ニューヨーク証券取引

所に上場しており、ユーロ圏の中央銀行である欧州中央銀行（European Central Bank）及びドイツ連邦共和国の

行政機関であるドイツ連邦金融監督庁（Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht（BaFin））の監督及

び規制を受けております。また、ドイツ銀行ロンドン支店は、イングランド銀行（Bank of England）（プルーデ

ンス規制機構（Prudential Regulation Authority））及び英国金融行為監督機構（Financial Conduct

Authority）の監督及び規制を受けております。

　また、ドイツ銀行は本邦にも東京支店を有しており、外国銀行支店として銀行法に基づき金融庁の監督及び規制

を受けており、ドイツ銀行グループの国内法人であるドイツ証券株式会社は、金融商品取引業者として登録済み

（登録番号：関東財務局長（金商）第117号）であり、監督官庁である金融庁の監督及び規制に服すると共に、そ

の業務に関連する国内の自主規制機関（日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投

資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会）に所属し、その規則の適用を受けております。

　当社は、欧州中央銀行ホームページ、ドイツ連邦金融監督庁ホームページ、英国金融行為監督機構ホームペー

ジ、ドイツ銀行のアニュアルレポート等でドイツ銀行の属するグループが諸外国の監督及び規制の下にある事実に

ついて確認しており、また本件の斡旋を行うドイツ証券株式会社の担当者との面談によるヒアリング内容も踏ま

え、同社及びその役員が暴力若しくは威力を用い又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受し

ようとする個人、法人その他の団体（以下「反社会的勢力」といいます。）ではなく、かつ反社会的勢力とは関係

がないものと判断しております。

 

２【株券等の譲渡制限】

　本新株予約権には譲渡制限は付されていません。但し、本買取契約において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締

役会の承認が必要である旨が定められています。

 

３【発行条件に関する事項】

(1）発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方

　当社は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先であるドイツ銀行ロンドン支店との間で締結する予定の本買取

契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の評価を第三者算定機関（株式会社赤坂国際会計、代表者：黒崎

知岳、住所：東京都港区元赤坂1-1-8）に依頼しました。当該第三者算定機関と当社との間には、重要な利害関係

はありません。

　当該算定機関は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する予定の本買取契約に定められた諸条

件を相対的に適切に算定結果に反映できる価格算定モデルとして、一般的な価格算定モデルのうちモンテカルロ・

シミュレーションを用いて本新株予約権の評価を実施しています。また、当該算定機関は、評価基準日の市場環

境、当社株式の流動性、当社の資金調達需要、割当予定先の株式処分コスト、権利行使行動及び株式保有動向等を

考慮した一定の前提（行使期間中の任意の時点以降において株価が権利行使価額を上回り割当予定先による権利行

使が見込まれる場合に割当予定先による行使許可申請がなされ当社が割当予定先からの行使許可申請に応じるこ

と、株価が上昇し修正後行使価額が第19回新株予約権の当初行使価額を上回る場合に行使価額修正選択権が行使さ
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れること、当社からの通知による本新株予約権の取得が行われないこと、当社による行使許可がなされた場合には

割当予定先は出来高の一定割合の株数の範囲内で速やかに権利行使及び売却を行うことを含みます。）を置き、本

新株予約権の評価を実施しました。

　当社は、当該算定機関が上記前提条件を基に算定した評価額レンジを参考に、当該評価額レンジの下限を下回ら

ない範囲で、割当予定先との間での協議を経て、本新株予約権の１個の払込金額を、第16回新株予約権は270円、

第17回新株予約権は253円、第18回新株予約権は240円、第19回新株予約権は221円としています。また、本新株予

約権の行使価額は今後の当社の成長性を鑑み、株価の上昇局面において、効率的かつ有利な資金調達を実現するこ

とを目的として、割当予定先との協議により、第16回新株予約権及び第19回新株予約権の下限行使価額を平成29年

９月７日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値と同額とし、また、第17回乃至第19回新株予約権の当初

の行使価額については、平成29年９月７日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値を、第17回新株予約権

は63.9％、第18回新株予約権は96.7％、第19回新株予約権は129.5％、それぞれ上回る額としました。

　本新株予約権の発行価額の決定に当たっては、当該算定機関が公正な評価額に影響を及ぼす可能性のある事象を

前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーショ

ンを用いて公正価値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると考えられ、当

該評価額レンジの下限を下回らない範囲で決定されている本新株予約権の発行価額は、いずれも有利発行には該当

せず、適正かつ妥当な価額であると判断致しました。

　なお、当社監査役全員から、本新株予約権の払込金額は、上記算定根拠に照らした結果、割当予定先に特に有利

な金額ではなく適法である旨の意見を得ております。

 

(2）発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方

　本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数は900,000株（議決権数9,000個）であり、平成29年６月

30日現在の当社発行済株式総数4,370,900株及び議決権数43,700個を分母とする希薄化率は20.59％（議決権ベース

の希薄化率は20.59％）に相当します。

　なお、①ドイツ銀行ロンドン支店が、本新株予約権を全て行使した上で取得する当社株式を全て保有し、かつ②

当社が本スキームの他に新株式発行・自己株式処分・自己株式取得を行わないと仮定した場合、ドイツ銀行ロンド

ン支店に係る割当後の所有株式数は900,000株、割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合（平成29年６月

30日現在の総議決権数に9,000個を加えた数を分母として計算しております。）は17.08％となる見込みです。

　しかしながら、①本新株予約権は原則として当社の行使許可をもって目標価格で行使されるため、急速な希薄化

には一定の歯止めを掛けることが可能であり、②前述の通り、本新株予約権の発行及びドイツ銀行ロンドン支店に

よる本新株予約権の行使により調達した資金を、一層の事業拡大と財務基盤の強化のために充当し、当社事業の中

長期的な発展を志向していく予定であることから、将来的に増大することが期待される収益力との比較において、

希薄化の規模は合理的であると判断しました。

　なお、将来何らかの事由により資金調達の必要性が薄れた場合、又は本スキームより有利な資金調達方法が利用

可能になった場合には、当社の判断により、残存する本新株予約権を取得できる条項を付すことで、必要以上の希

薄化が進行しないように配慮しております。

　また、今般の資金調達については、①本新株予約権が全て行使されたと仮定した場合に発行される株式数

900,000株に対し、東京証券取引所における当社普通株式の過去６ヵ月における１日当たり平均出来高は548,493株

であり、一定の流動性を有していること、②当社がドイツ銀行ロンドン支店に対して本新株予約権の行使許可を行

う際、その時点における当社株式の出来高及び売買代金の状況から流動性を考慮した上で、行使許可を与える新株

予約権数を制限することも可能であること、③当社の判断により本新株予約権を取得することも可能であることか

ら、市場に過度の影響を与える規模ではなく、希薄化の規模も合理的であると判断致しました。

 

４【大規模な第三者割当に関する事項】

　該当事項はありません。
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５【第三者割当後の大株主の状況】

氏名又は名称 住所
割当前の所
有株式数
（株）

割当前の総
議決権数に
対する所有
議決権数の
割合（％）

割当後の所
有株式数
（株）

割当後の総
議決権数に
対する所有
議決権数の
割合（％）

株式会社セプテーニ・ホール

ディングス

東京都新宿区西新宿八丁目17番

１号
1,306,500 29.90 1,306,500 24.79

ドイツ銀行ロンドン支店（ドイ

チェバンクアゲーロンドン

6100）

（常任代理人ドイツ証券）

Winchester House, 1 Great

Winchester Street, London

EC2N 2DB, England, UK

（東京都千代田区永田町二丁目

11番１号　山王パークタワー）

－ － 900,000 17.08

尾下　順治 東京都武蔵野市 165,300 3.78 165,300 3.14

株式会社ＳＢＩ証券
東京都港区六本木一丁目６番１

号
128,300 2.94 128,300 2.43

松井証券株式会社
東京都千代田区麹町一丁目４番

地
75,800 1.73 75,800 1.44

長谷川　幹 埼玉県熊谷市 61,000 1.40 61,000 1.16

日本証券金融株式会社
東京都中央区日本橋茅場町一丁

目２番10号
60,200 1.38 60,200 1.14

野村證券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目９番

１号
41,199 0.94 41,199 0.78

入野　八郎 高知県香南市 33,000 0.76 33,000 0.63

元井　理志 兵庫県芦屋市 32,400 0.74 32,400 0.61

計 － 1,903,699 43.56 2,803,699 53.20

　（注）１．「割当前の所有株式数」及び「割当前の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、平成29年３月31日現

在の株主名簿上の株式数を基準としております。

２．「割当後の所有株式数」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、「割当前の所有株式

数」に、本新株予約権の目的である株式の数（900,000株）を加えた株式数によって算出しております。

３．「割当前の総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割

合」は、小数点以下第３位を四捨五入しております。

４．ドイツ銀行ロンドン支店の「割当後の所有株式数」は、ドイツ銀行ロンドン支店が、本新株予約権を行使し

た場合に交付される当社株式（900,000株）を全て保有したと仮定した場合の数となります。ドイツ銀行ロ

ンドン支店は、株価及び出来高の状況等により、本新株予約権を行使した場合に交付される当社株式を短期

で売却する可能性があります。なお、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第11条は、銀行業を

営む会社は、原則他の事業会社（保険会社を除きます。）の総株主の議決権の５％を超えて保有することは

できない旨定めていますので、ドイツ銀行ロンドン支店は、原則として当社発行済株式の５％を超えて保有

することはできません。

 

６【大規模な第三者割当の必要性】

　該当事項はありません。

 

７【株式併合等の予定の有無及び内容】

　該当事項はありません。

 

８【その他参考になる事項】

　該当事項はありません。

 

第４【その他の記載事項】
　該当事項はありません。
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第二部【公開買付けに関する情報】

第１【公開買付けの概要】
　該当事項はありません。

 

第２【統合財務情報】
　該当事項はありません。

 

第３【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約】
　該当事項はありません。

 

第三部【追完情報】

１　事業等のリスクについて

　「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書及び四半期報告書（以下「有価証券報告書等」といいます。）に記

載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出後、本有価証券届出書提出日（平成29年９月８

日）までの間に生じた変更はありません。

　また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日（平成29年９月８

日）現在においても変更の必要はないものと判断しております。

 

２　臨時報告書の提出

　当社は、「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日（平成29年９月８

日）までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

（平成28年12月21日提出）

１　提出理由

　平成28年12月20日開催の当社第24回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法

第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告

書を提出するものであります。

 

２　報告内容

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成28年12月20日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役３名選任の件

取締役として、尾下順治、川野尚吾、佐藤理一を選任する。

 

第２号議案　会計監査人選任の件

会計監査人として、太陽有限責任監査法人を選任する。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

件並びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果

（賛成の割合）

第１号議案      

取締役３名選任の件      

尾下　順治 24,114 302 － （注）１ 可決（97.19％）

川野　尚吾 24,209 207 －  可決（97.57％）

佐藤　理一 24,214 202 －  可決（97.59％）

第２号議案    
（注）２

 

会計監査人選任の件 24,335 128 － 可決（98.08％）

　（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成であります。

２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し

たことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、

反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

第四部【組込情報】
　次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書
事業年度
（第24期）

自　平成27年10月１日
至　平成28年９月30日

平成28年12月20日
関東財務局長に提出

四半期報告書
事業年度

（第25期第３四半期）
自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日

平成29年８月10日
関東財務局長に提出

　なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織（ＥＤＩＮＥＴ）を使用して

提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について（電子開示手続等ガイドライ

ン）Ａ４－１に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
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第五部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

 

第六部【特別情報】

第１【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書  

 

  平成28年12月20日

アクセルマーク株式会社   

 取締役会　御中  

 

 新日本有限責任監査法人  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 柴田　憲一　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 石井　広幸　　印

 

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるアクセルマーク株式会社の平成27年10月１日から平成28年９月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制

を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アク

セルマーク株式会社及び連結子会社の平成28年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、アクセルマーク株式会社の平

成28年９月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準

に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること

を求めている。

　内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果

について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、アクセルマーク株式会社が平成28年９月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上

記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、

財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　※１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途

保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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 独立監査人の監査報告書  

 

  平成28年12月20日

アクセルマーク株式会社   

 取締役会　御中  

 

 新日本有限責任監査法人  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 柴田　憲一　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 石井　広幸　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるアクセルマーク株式会社の平成27年10月１日から平成28年９月30日までの第24期事業年度の財務諸表、すなわち、貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アクセル

マーク株式会社の平成28年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に

おいて適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　※１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途

保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成29年８月10日

アクセルマーク株式会社

取締役会　御中

 

太陽有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 柏木　　忠　　印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 岩﨑　　剛　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているアクセルマーク

株式会社の平成28年10月１日から平成29年９月30日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成29年４月１日か

ら平成29年６月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年10月１日から平成29年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四

半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、アクセルマーク株式会社及び連結子会社の平成29年６月30日現在の財

政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

 

その他の事項

　会社の平成28年９月30日をもって終了した前連結会計年度の第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間に係

る四半期連結財務諸表並びに前連結会計年度の連結財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって四半期レビュー及び監査

が実施されている。前任監査人は、当該四半期連結財務諸表に対して平成28年８月10日付けで無限定の結論を表明してお

り、また、当該連結財務諸表に対して平成28年12月20日付けで無限定適正意見を表明している。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

（注）１　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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